
　民生委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。地域の実情をよく
知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意があるなどの要件を満たす住民が、地域の推薦で選ばれ
ています。あなたのお話を聞き、受け止め、悩みが解決するよう必要な支援につなぎます。

　生活に関する悩みや不安があれば、気軽にご相談ください。

初めての子育てが不安、
こどもが引きこもっている、
知り合いが近くにおらず、

相談できる人がいない
障害福祉サービスを

使いたい、
手すりなどの生活支援

用具を設置したい

一人暮らしで
何かあったら心配、
介護保険サービスを

教えてほしい

・市役所
・地域包括支援センター
・福祉施設
・保育施設
・学校
・社会福祉協議会
・医療機関　　など

情報提供
相談・支援 連携・協力

地域の人に異変を感じた、
生活が苦しくて

困っている、
社会との関わりが

少なく不安

　子育てや障害、介護、生活などの悩みを抱えていませんか。各地域には、皆さんの悩み事を一緒に考え、
各支援機関などにつなぐ民生委員・児童委員（主任児童委員）がいます。個人情報や秘密は守られます。一人で
悩まず、ご相談ください。
問 �健康福祉政策課（ 2階）☎561-２３６０、561-２４８２

あなたの悩み
民生委員・児童委員に相談してみませんか

 必要な支援につなぎます

 どんなときに相談したらいいの？

悩みが解決するようあなたをサポート

子育てへ
の支援

その他

障害者へ
の支援

高齢者へ
の支援

地域の
皆さん 関係機関

民生委員
児童委員
主任児童委員

　市では「第 2 期草津市行政経営改革プラン（令和 7 ～10年度）」に基づき、公共施設などの使用料や
手数料などの見直しを行いました。
問��◦�【使用料などの改定全般】経営戦略課（ 7階）☎561-6544、561-2489�
　◦�【各施設の使用料など】各施設か担当課（改定項目一覧を参照）

公共施設などの料金を改定します

● 改定項目一覧 （主な利用区分を抜粋しています。詳しくは、各施設か担当課にお問い合わせください）
項　目 区 　分 旧料金（円）新料金（円） 問い合わせ

使用料
隣保館使用料 会議室（80㎡を超えるもの） 午前 900 1,000 人権政策課（ 6階）☎561‐2335
地域まちづくりセンター
使用料

大会議室 午前 1,300 1,400 まちづくり協働課（ ２階）
☎561‐2324その他 400 500

まちなか交流施設使用料 イベント広場 1 時間 300 400 商工観光労政課（ ４階）☎561‐2351
クリーンセンター
貸館使用料

多目的室 午前 3,100 3,300 資源循環推進課（馬場町）
☎562‐6361研修室 午後 1,900 2,100

障害者デイサービス事業使用料 1 回 700 1,000

障害福祉課（ １階）
☎561‐6972

障害者福祉センター
学習室使用料

学習室A 午後 1,000 1,100
学習室B 午前 1,100 1,200

障害者福祉センター
入浴サービス事業使用料

第 1 種障害者

1 人
220 240第 2 種障害者（小・中学生）

第 2 種障害者
［１５歳以上（中学生を除く）］ 450 490

貸切 1 時間 550 600
公営住宅駐車場使用料 橋岡団地駐車場 1 区画 4,500 5,000 市営住宅課（ ５階）☎561‐2395
教育集会所使用料 会議室（80㎡を超えるもの） 午前 900 1,000 児童生徒支援課（ ６階）☎561‐6034

図書館会議室等使用料 会議室 午前 900 1,000 図書館（草津町）☎565‐1818大会議室 2,800 2,900
手数料

督促手数料
市税、介護保険料・後期高齢者医療
保険料・公共下水道使用料・下水道
事業受益者負担金など税外収入金

1 件 100 150 納税課（ 1階）☎561-２３１１※

市営墓地管理手数料 1 区画 2,000 2,500 生活安心課（ 1階）☎561-２３40

特定家庭用機器
収集運搬手数料

エアコン
1 台

3,700 3,800 資源循環推進課（馬場町）
☎562‐6361テレビ 2,100 2,200

冷蔵庫・冷凍庫 5,500 5,600

開発行為許可手数料

都市計画法第29条許可
（自己居住用0.3以上0.6ha未満）

1 件

44,000 45,000

開発調整課（ 4階）
☎561-2376

都市計画法第29条許可
（自己業務用1.0以上3.0ha未満） 200,000 210,000

都市計画法第29条許可
（非自己用3.0以上6.0ha未満） 520,000 530,000

都市計画法第43条許可（1.0ha以上） 93,000 94,000
優良宅地造成認定申請手数料 0.1ha未満他（0.1以上0.3ha未満のみ据置き） 1 件 85,000 89,000
美術展覧会出品手数料 1 点 600 700 生涯学習課（ 6階）☎561‐2428
諸収入

福祉バス利用負担金

目的地が県内半径25km以内の市町（市内除く）

1 回

7,200 8,900
健康福祉政策課（ 2階）
☎561‐2360

目的地が県内半径25kmを超える市
町と京都市、宇治市 14,400 17,900

目的地が上記以外のその他の県外 21,600 26,800
都市計画図販売代金 都市計画図 1 枚 1,600 1,900

都市計画課（ 4階）
☎561‐2375都市計画図システム

出力料金

都市計画図（規制内容表示あり）

1 枚

150 200
都市計画図（規制内容表示なし） 30 40
地形図 10 20
屋外広告物規制区域図、景観規制区域図 ― 200 都市計画課（ 4階）☎561‐６５０７

建築基準法道路台帳
システム出力料金 建築基準法道路図 1 枚 30 40 建築政策課（ 4階）☎561‐237８

　市が提供するサービスは、市民の皆さんの税金や、その他の収入で賄われていますが、サービスの種類
によっては、全ての市民の皆さんが対象ではないものがあります。そのようなサービスの費用の一部を「利
用する人」に負担してもらうことで「利用しない人」との負担の公平性が確保されます。この「利用する人」
が負担する料金が「使用料」や「手数料」などです。この料金が適正な額となっているかどうかの見直し
を行いました。

公共
サービスの
料金

※市税以外の督促手数料については、各料金の担当課にお問い合わせください
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氏　名 担当地域

玉　
　

川

西川　　鉄 野路八丁目

【選考中】 野路東一丁目、野路町2301- 4 、 
野路東二丁目、六丁目、七丁目

深尾　栄子 野路東三丁目北部（ １ 、２ 、９ 番）、
四丁目（ １ ～18番）

山中　利広
野路東三丁目南部（ ３ ～ ８ 番）、
四丁目南部（19、20番）、
五丁目東部（ ４ ～11、21番）

小川智鶴子 野路東五丁目西部
（ １ ～ ３ 、12～20、22～26番）

関根　秀子 桜ケ丘一丁目、
五丁目（ １ ～ ４ 、10番）

矢尾　壽朗 桜ケ丘二丁目、三丁目

影岡比呂子 桜ケ丘四丁目、
五丁目南部（ ５ ～ ９ 番）

福井　麻世 学区全域大島　順子

南　

笠　

東

大西　　繁 滋賀医大南笠行政連絡区、
笠山八丁目

竹下　敬二 笠山六丁目（南笠ニュータウン）

斎藤　道昭
笠山五丁目の一部
(メゾンドール瀬田Ⅰ・Ⅱ、
クレスト草津、 ５ 組の一部)

潟見紀久美
笠山五丁目の一部（ ９ 、10、
12組）、六丁目の一部（ ９ 、
10、12組）

小川　幸保 笠山四丁目（ ５ 組の一部）、
五丁目（ ５ 組の一部）

山本　康雄 笠山三丁目の一部（ ５ 組の
一部、 ６ 組の一部、13組）

【選考中】
笠山三丁目の一部（ ７ 、８ 組）、
四丁目の一部

（ ６ 組の一部、11組）、
六丁目の一部（ ７ 、８ 組）

清水　悦子 笠山一丁目（ １ 組）

若山　厚子 笠山一丁目の一部（ ２ 組）、
二丁目の一部（ ２ 組）

渡邊　久恵 笠山二丁目（ ３ 、４ 組）、
三丁目の一部（ベルハイム）

岡田やよい 南笠東三丁目の一部、
四丁目の一部

芝田　光正 南笠東三丁目の一部、
四丁目の一部

西垣　紀子 南笠東一丁目の一部
【選考中】 南笠東一丁目の一部
福井　　茂 南笠東三丁目（東南笠町内会）
宇野　久子 南笠東二丁目（新南笠町内会）
森　　由美 学区全域下新　章子

山　
　

田

田淵知寿子 北山田町南部
服部しづ代 北山田町北部
杉江　哲哉 山田町
中瀬　清美 五条町、岡町
園田悠紀子 南山田町
岡　　典子 不動浜町、新南浜町
井上美佐子 御倉町、南山田団地
大原　友代 陽ノ丘団地（公営住宅）
原田　　忠 陽ノ丘団地（分譲住宅）
期　　直子 木川町北部
久保真里子 木川町北部の一部、木川町
山口美登里 出屋敷団地
久保三智子 出屋敷町
梅村　一美 三ツ池町
【選考中】 新田町の一部（ １ ～10組）

【選考中】 新田町の一部（11～20組、
レジデンス草津）

【選考中】
新田町の一部（21～30組）、
神保ヶ町、東神保ヶ町、
南神保ヶ町

杉江由紀子 学区全域堀井喜代子

★
★

★
★

★
★

氏　名 担当地域

渋　
　

川

上籔みち江 北町四町の一部
鶴田真理子 北町五町
【選考中】 中出一町の一部
今井佐知子 中出一町の一部
中川　千秋 中出二町
曽和　照子 中出三町
栄永裕美子 中出四町
太田　英二 中出五町の一部
榎本　章子 中出五町の一部
【選考中】 みらいまち草津
出呂町　馨 学区全域【選考中】

老　
　

上

小林　　潔 南草津二丁目南部
杉江　浩江 野路町川ノ下北部

山根　雅彦
野路町川ノ下南部、
南草津二丁目の一部、
三丁目北部、五丁目北部

白井　明子 南草津三丁目南部、五丁目
南部、野路町川ノ下の一部

熊川　洋子 野路町南田山西部、南草津プリ
ムタウン一丁目、矢橋町の一部

杉江　道代 南草津四丁目、野路町南田山東部

酒井美紀子 南草津一丁目、野路町東部、
アメニティ南草津Ⅱ

村上　和夫 南草津団地

荒木　博子 大町、カーサ・ソラッツオ
壱番館・弐番館

杉本　庄次 湖州平東部、南草津西
藤長　廣幸 湖州平北部・西部
久米田豊子 南草津プリムタウン二丁目、三丁目

田村恵美子 南笠町、
南草津プリムタウン四丁目

岩野　　睦 野路下北池
髙阪加奈子 南草津一丁目南部
礒嶋　玲子 南草津二丁目北部、野路町東部
山本　　忍 学区全域阿万　久美

老　

上　

西

宮村　美佳 開華町
林　由香理 鳩が森町
伊庭　一代 新浜町（ １ ～ ４ 区)
小寺　忠士 新浜町（ ５ ～ ８ 区)
橋本　光夫 東新浜町

宮村美栄子
ベルヴィタウン新浜、南新浜、
新浜四ノ坪、ヴァンデュール
南草津・新浜、リバーサイド
新浜町、ベルヴィ東新浜

中村　説子 よし池町、矢橋町東部の一部
小林　邦子 矢橋町南部
岡田　　泉 矢橋町北部、花ノ木
松田　　寛 矢橋町東部
黒飛　好美 矢橋町東、殿坪、ベルヴィ矢橋
柿元沙登美 ヴィア・プレッソ、帰帆島
谷口　久子 中林町、矢橋町の一部
髙柳　廣子 橋岡町西部
山内　行雄 橋岡町東部
堀本香代美 学区全域【選考中】

玉　
　

川

平川　正子 野路一丁目北部（ １ ～ ６ 番）
森岡　勝則 野路一丁目西部（ ７、14、15番）
平井真理子 野路一丁目東部（ ８ ～13番）
島田　良輝 野路一丁目南部（16、17番）
【選考中】 野路二丁目、三丁目
瓦谷久実代 野路四丁目、九丁目
遠藤　一弥 野路五丁目
福井　昭彦 野路六丁目
宮﨑マヤ子 野路七丁目

★
★

★
★

★
★

氏　名 担当地域

笠　
　

縫

山本　廣司 上笠第一町内、
野村五丁目の一部

森　　信夫 上笠第二町内
小島　秀樹 上笠第三町内の一部
小森　健司 上笠第三町内の一部
藤田　克枝 上笠第四町内の一部
鍵山万有美 上笠第四町内の一部
山本　三郎 上笠第五町内
義川　恭子 上笠第六町内
野々村智子 野村中央町
松村　幸子 丸ノ内町、野村西町の一部

【選考中】 野村西町の一部
（シャルマンコーポ）

村上　正彦 野村南町東部
【選考中】 野村南町西部
山元　徳雄 下笠町馬場、井之元、市場
小寺　厚子 下笠町下出
山元　　明 下笠町北出、寺内
新庄　康男 下笠町南出、浜
新庄　正幸 下笠町小屋場、松陽台
山元　孝雄 下笠町松原、上笠五丁目
村山　　彰 O・Hプラザ草津
【選考中】 笠縫団地
【選考中】 野村上笠ニュータウン
三反田美希

学区全域
山本　敏子

笠　

縫　

東

野々村善彦 野村五丁目、八丁目
堀井　峰男 野村町南部
西　　栄子 野村町中部
山本　孝則 平井南町東部
庄司　和樹 平井南町西部
菱田　修弘 平井西町南部
小多　豊子 平井西町北部、平井元町
平井智英美 平井中町
伊東栄美子 平井東町東部
清水　　紘 平井東町西部

大辻　昌彦 平井北町、平井町、
平井ニュータウン

鷹取　　滋 ディオフェルティ草津
木村　正雄 川原町

駒井　敬三 駒井沢町
（草陽園、吉野団地を除く）

松本美千代 駒井沢町（草陽園、吉野団地）
村井　信茂 新堂町
山本智加江 集町
櫻井　健一 グリーンハイツ北町
吉崎　紘一 グリーンハイツ南町
木戸　君子

学区全域
園田　陽子

常　
　

盤

片山　善久 片岡町、片岡東町
仲井　泰子 下寺町、下寺町津田江
島林　一郎 下物町
福本みゆき 芦浦町、ホープタウン芦浦
木村　源一 芦浦町東
園田　和美 上寺町、長束町
粟津　　豊 穴村町
西田　嘉彦 北大萱町
新庄紀美枝 志那町吉田
松浦　芳子 志那町
近藤　直美 志那中町
松本　廣志 常盤団地
中村　年夫

学区全域
中島由里子

★
★

★
★

★
★

氏　名 担当地域

志　
　

津

林中　恵子 馬場町
奥村　嘉英 山寺町、山寺新田町、菖蒲の郷
村上　美樹 笠井町、山寺大空町、ダイキン社宅
山元　啓子 岡本町（旧旭町含む）、ダイキン寮
中嶋　正博 青地第一町南部（田地、郷、まち）

藤森　康郎 青地第一町東部（湖南、松
下、住吉、ディアコート）

【選考中】 青地第一町南部（上、中、木下、郷 2 ）
山本　隆男 青地第一町（田中、堤）
井口　康子 青地第二町東部

寺尾　孝男 青地第二町北部、
エメラルドマンション

【選考中】 青地第二町南部、中部
山田加奈子 追分一丁目、二丁目
貞森　伸敏 追分三丁目の一部
鈴木　健二 追分三丁目、四丁目の一部
伊地田龍也 追分五丁目
田渕　　進 追分六丁目、七丁目の一部

佐野　　学 追分六丁目、七丁目の一部、
八丁目の一部

山本　清子 学区全域後藤　成子

志　

津　

南

田中登希恵 若草一丁目、二丁目
大楽　悦子 若草三丁目、四丁目
【選考中】 若草五丁目、六丁目
廣嶋　恵子 若草七丁目、八丁目
髙瀬佳代子 岡本町西（周辺アパート含む）
遠藤　和美 追分南一丁目、二丁目
【選考中】 追分南三丁目（ 1 ～ 9 番）

髙岡野州子 追分南三丁目(10～26番)、
四丁目

岩本　重治 追分南五丁目、六丁目の一
部、七丁目の一部、九丁目

榎木　知子
追分南三丁目の一部（かがや
きの丘）、六丁目（かがやきの
丘）、七丁目（かがやきの丘）

【選考中】 追分南八丁目
寺村　多美 学区全域丸山　和子

草　
　

津

西村　俊朗 上東町、上砂原町
山本　清子 東草津
倉部　永真 高樋町
髙野　京子 砂原町の一部
吉田由紀子 砂原町の一部
山内　和子 東元町、元一、元二
宮木美恵子 元三、元四、元五
田中　慶子 本一、川端町
杉本　雅紀 本二
小野田照代 本三
宇野　敬昭 本四、本五
田村　　茂 本六JR東側
若山　宏子 本六JR西側
加藤　明美 宮町西部
山元　照美 宮町東部（ 4 ～ 8 ）
中井佳津子 西草津一丁目
古田　博美 西草津一丁目、草津町の一部
畑本　政美 西草津二丁目、草津町の一部

中村　敏治 グリーンピア草津、オリー
ブハイツ、アポロンコート

田口　哲也 草津団地、パールタウン
山本花珠子 湖都町、セジュール
中島　敬子 エルシティ草津、グラシオ草津
湯浅　　敦 ベルヴィ草津、草倉
中嶋　明美 学区全域山内　弘子

★
★

★
★

★
★

氏　名 担当地域

矢　
　

倉

山本　康博 矢倉町のうち矢倉一丁目の一部
宇野ひづる 矢倉町のうち矢倉二丁目

菊地　修一 矢倉町のうち東矢倉一丁目
の一部、二丁目の一部

島田　典子
矢倉団地、矢倉町のうち
矢倉一丁目の一部、
西矢倉二丁目の一部

中島豊三郎 矢倉町のうち西矢倉三丁目の
一部、南草津ピースタウン

黒川かず江 大塚団地の一部、矢倉町の
うち西矢倉三丁目の一部

坂下　　茂 大塚団地の一部、矢倉町の
うち西矢倉三丁目の一部

村川　嘉雄 東室木町
【選考中】 室木町、中尾町、草津みらい町

尾迫　麻奈
玄甫町の一部、玄甫団地、
医大宿舎、精神保健医療
センター宿舎

小川　　薫 玄甫町の一部、
追分八丁目の一部

山本　記義 馬池町の一部、矢倉町の
うち東矢倉二丁目の一部

芳賀　町子 馬池町の一部、
東矢倉三丁目の一部

大西　孝子 馬池町の一部

酒井左衛子 馬池町の一部、
追分南二丁目の一部

北　　泰治
グランドール南草津、野路
一番館、スチューデントヒ
ロセ、EM543

布施　順子 学区全域【選考中】

大　
　

路

中村　啓子 中ノ町、南ノ町

小田美千代 生栄町、栄一、栄二、エルティ932、
デリード草津、サンシティ草津

森垣まさ子 TOWER・111、
アウルコート大路

小林　政子
北ノ町、北中町、
伽羅コート １ 番館、世基町、
グランドパレス草津

先川　龍子 大宮町、神楽町

谷地田俊介
マーメイドシティ草津、
プレサンス・ロジェ草津、
プレサンス・ロジェ草津大路

浜口　久美 伽羅ガーデンスクエア
島田　圏治 新屋敷町
中川　康子 若竹本町、アトラスタワー
奥村　昌子 新屋敷第二
松本　隆彦 シャルマンコーポ草津Ⅰ期棟
中野　　隆 シャルマンコーポ草津Ⅱ期棟
関　　正晴 西大路第一

【選考中】 ユニハイムふれあい館、
やすらぎ館

湯浅　友江 ファミールハイツ草津

遠藤　幸雄 ユニハイムフレッシア、クサ
ツウエストロイヤルタワー

末神さえ子 西大路第三、野村二丁目、
オムロン野村寮

西川　聖司 西大路第三、野村一丁目
石井　明美 学区全域鈴木　剛志

渋　
　

川

松田　喜子 渋川南町
陀安　玲子 渋川南二町（ザ・草津タワー）

上田　一雄 渋川南三町
（ローレルコート草津）

幸松　喜絵 中町、北町一町
前田　律子 北町二町、北町三町
岡根　伸夫 若竹町地先の南町、中町二町
村田　高三 北町四町の一部

★
★

★
★

民
生
委
員

児
童
委
員

主
任
児
童
委
員

　

本
年
、一
斉
改
選
で
新
た
に
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
の
皆
さ
ん
で
す
。
任
期
は

令
和
10
年
11
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で
す
。
地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
と
な
り
、
こ
ど
も

か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
く
、
生
活
や
子
育
て
な
ど
に
関
す
る
相
談
や
援
助
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

担
当
地
域
の
委
員
に
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

各
委
員
の
連
絡
先
は
、
健
康
福
祉
政
策
課︵
2
階
︶☎
561
・
2
3
6
0
、

561
・
2
4
8
2�

�

に
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※★マークの人は、主任児童委員です。子育て、妊産婦の悩みごとがあれば、相談してください※★マークの人は、主任児童委員です。子育て、妊産婦の悩みごとがあれば、相談してください
※名前は、常用漢字などに変更して掲載しています。ご了承ください※名前は、常用漢字などに変更して掲載しています。ご了承ください

（敬称略・順不同）
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